
第 1 類 総規  福井坂井地区広域市町村圏事務組合章

◇福井坂井地区広域市町村圏事務組合章

昭和 58 年 9 月 1 日

告 示 第 5 号

福井坂井地区広域市町村圏事務組合章を次のように定める。

説明

福井坂井地区をＦとＳで示すとともに、4本線で本広域圏内の 4 地区（福井・高志・坂井・丹生）

の堅い結束と伸長発展を表す。


